
※2 養育費に関しては、夫婦間で口約束

や LINE やメールで支払いの約束をした

としても法的な強制力を持ちません。あ

とから支払いが止まってしまっても、す

ぐに対応できないのが現実です。そこで

必要になるのが、書面での取り決めです。

民法改正により 2026 年 4 月からは、書

面（私文書）で養育費の取り決めを明記

すれば、約束が守られなかった場合でも、

給与差し押さえなどの裁判所手続が可能

になります。お子さんとの生活を守るた

めに、今このタイミングでしっかり備え

ておきましょう。

磐田市では、株式会社チャイルドサポートとの共創で養育費の取決めの重要性についての周知を行ってい

ます。

離婚を考えている方にとって、「早く離婚したい」「今後の生活が不安」「こどもの将来が不安」など様々な

思いがあると思いますが、養育費のことやこの先こどもが自立するまでに必要となるお金などについて今

一度考えてみましょう。

話合いがまとまらない場合などは、1人で抱え込まず、各種窓口に相談してください。



合意書の作成無料 !!
電子署名手続きを 2,900円 ( 税込 ) で !

どんな合意書になるのか、まずは入力して無料で確認→

チャイルドサポートサイン
養育費支払い合意書作成ツール

民法改正により 2026年 4月 1日から養育費のルールが変わり、公正証書がなくても強制執行（給与差押え）ができるようになりました。

「チャイルドサポートサイン」なら、この新しい法律に対応した確実な支払い合意書を、公証役場に行かずオンライン上で作成可能です。

スマホで完結
手間と費用をカット

対面不要
ストレス軽減

平日にわざわざ公証役場へ出向く

必要はありません。スマートフォ

ンひとつで手続きできるため、こ

れまで数万円かかっていた費用と

手間を大幅に節約できます。

相手と直接顔を合わせて話し合う

のを避け、すべてオンライン上で

完結させることができます。離婚

前や別居中の方の精神的な負担を

大きく和らげます。

法的に有効な形で支払い合意を残

すことで、離婚後の「言った・言

わない」の紛争を防ぐことができ

ます。お子様との生活を守る、確

実で安心な仕組みです。

トラブル防止
離婚後の安心を確保


